
 

緊急事態宣言発令に伴う対応について 

2020年 4月 7日 

 

 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

このたびの新型コロナウィルス感染症に罹患された皆様、また感染拡大により生活に影響を

受けられた皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。 

 

 さて、4月 8日（水）に発令される緊急事態宣言を受け、お客さま、お取引先さま、当社従

業員とその家族の健康確保および新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止を最優先と考え、

当社及び当社グループ各社の事業活動を下記の通りとさせて頂きます。 

 

記 

 

・緊急事態宣言中は営業活動を大幅に縮小させて頂きます。 

※お客様からの問い合わせ等に関しましては対応を継続致します 

・4月 8日（水）より当面の間、原則、全従業員を在宅勤務としてさせて頂きます。 

 

上記、在宅勤務の徹底にあたり、お問い合わせ窓口につきましては「電話」窓口を休止

させて頂き、「メール」窓口での対応とさせて頂きます。 

「メール」窓口の対応につきましても、お時間を頂くことがございますのでご理解を賜り

ますようお願い申し上げます。 

 

当社は、今後も当社従業員ならびに関係の皆様の安全確保を最優先し、可及的速やかに必

要な対応を検討、実施して参ります。 

関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

以上 

 

お問い合わせ窓口 

Eメールによるお問い合わせ   contact-form@atrium.co.jp 

 

ホームページお問い合わせフォーム  https://www.atrium.co.jp/inquiry/ 
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